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        公共土木工事における安全・訓練等の実施ついて（通知）

  このことについて別添のとおり定めたので、平成４年５月１５日以降起
工決裁する工事に適用してください。

               公共土木工事における安全・訓練等の実施について
１  趣旨
    工事の実施に際し、作業の安全を確保するために作業現場の作業員一
  人一人が安全に対する理解を深めることが最も重要である。
    そこで、公共土木工事における安全・訓練等の実施について、以下の
  とおり定めることとする。
    ただし、維持修繕工事及び災害復旧工事等で、工期が１か月に満たな
  いものについては、監督員と現場代理人の協議によりその内容を定める
  こととする。
２  特記仕様書
    起工設計書に安全・訓練等の実施を記述した特記仕様書（別紙－１）
  を添付するものとする。
３  施工計画書
  （１）施工計画書作成に当たり提出前に、監督員と現場代理人が協議を
        行い、工事現場に即した実施項目を定め、施工計画書に記載し、
        提出するものとする。
  （２）実施項目については、別紙－２を参考に記述する。
４  実施状況の確認
    安全・訓練等の実施内容については、工事週報に実施内容（実施項目、
  時間等）を記載し、工事写真に実施状況写真を添付し、提出するものと
  する。
    なお、実施状況については、ビデオにて提出してもよい。

別紙－１

                    安全・訓練等の実施に関する特記仕様書

１  労働安全衛生法第５９条、第６０条及び第６０条の２に定める安全衛生教育
  を実施するほか、工事現場に即した安全・訓練等を、全ての作業員を対象に毎
  月１回、半日以上の時間を割り当てて実施するものとする。
２  安全・訓練等の実施について「鳥取県土木工事共通仕様書」第１０３条施工
  計画書の「安全管理」に実施項目を記載し監督員に提出するものとする。

別紙－２

                              安全・訓練等の実施項目

１  安全・訓練等の実施項目は「安全管理マニュアル」（別添）及び次の内容を
  参考とする。
  （１）安全活動のビデオ等による視覚教育
  （２）工事内容等の周知
  （３）安全衛生活動に関する手法の修得
  （４）安全衛生活動の前月の反省と評価
  （５）当月の作業内容と安全目標の徹底及び実践的指導
  （６）災害対策訓練
  （７）本工事現場で予想される事故対策
  （８）その他、安全・訓練等として必要な事項
２  その他
    鳥取県土木工事共通仕様書第１１２条「諸法規の遵守」において、安全関係
  法令等の周知をうたっており、請負者として当然実施する項目であるため、安
  全・訓練等の実施項目には加えていない。
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１  安全施工サイクルの設定
  【趣旨】
      安全施工サイクルは、朝礼やラジオ体操に始まり、作業員は後片付
    けまで、職員や元請のスタッフは作業終了後のフォロー（終業時確認、
    打ち合わせ）までを１サイクルとする。

                              日常の安全管理の柱

  【安全施工サイクルの核】
    （１）作業前打ち合わせ
          職長などからの作業指示，ＴＢＭ，ＫＹ，始業前点検
    （２）翌日の作業の打ち合わせ
          作業所長，元請会社の工事担当者と下請け協力会社の職長など
          との打ち合わせ・作業指示
    （３）作業巡視
          安全当番などによる巡視，スタッフによる巡視，作業所長によ
          る巡視
    （４）作業終了前片付け
          ※それぞれの事項について、事前に安全施工サイクル細目実施要領
            （様式－１）を決めておくと良い。
【安全施工サイクル】

２  日常打ち合わせの実施
  【趣旨】
      作業所長や元請会社の工事担当者と、下請け協力会社の職長などと
      の間で、主として翌日の作業などについて打ち合わせるものである。
      安全工程打ち合わせなどとも呼ばれる。
      作業所の安全管理の最重点
  【日常打合せの内容】
    （１）当日や翌作業日の各作業間の連絡調整
    （２）当日や翌作業日の作業方法に関する危険の予測及びその対策



    （３）当日や翌作業日に使用する機械、設備、材料に対する危険の予測及
          びその対策
    （４）当日や翌作業日の有資格者・作業者の配置に対する危険の予測及び
          その対策
    （５）当日や翌作業日の天候及び作業場の周囲に対する危険の予測及びそ
          の対策
    （６）当日の作業場の巡視結果の発表及び是正指示
   【日常打ち合わせの実施結果】
       元請会社から各施工業者に対し、安全作業指示書（様式－２）を交
       付する。
       安全作業指示書には、翌日の作業について（１）作業内容，（２）作業場所，
       （３）予測される危険と対策，（４）他職種との関連作業などが明記される。
３  ＴＢＭの実施
  【趣旨】
      朝礼のあとに行われる作業打ち合わせにおいて、当日の作業の進め
      方などを打ち合わせることを、ツール・ボックス・ミーティング（Ｔ
      ＢＭ）という。

      安全作業の指示事項を伝えたり確認する。

  【ＴＢＭの方法】
      親方や、第１線監督者などを中心に、その日の作業の内容や方法、
      段取り、問題点などについて、短時間で話し合ったり、指示伝達を行
      うものである。

  職長は、安全ミーティング日報（様式－３）に、（１）作業手順，（２）作
  業上の注意事項，（３）安全上の注意事項を記入する。
  また、作業員から指摘のあった事項も、安全ミーティング日報に記
  載し、作業方法や手順を全員で再確認する。

４  危険予知訓練の実施

  【趣旨】
      危険予知訓練は、危険のＫ、予知のＹ、トレーニング（訓練）のＴ
      をとってＫＹＴと呼ばれている。
      作業前打ち合わせにおいて、ＴＢＭと合わせて行われる。
      目に見えない職場の危険性を全員で予知・発見し、それを排除した
      り、危険に巻き込まれないように安全な作業を行うことにより災害を
      なくそうとする安全の先取り活動である。

                      全員参加で危険を摘出する。

  【危険予知訓練の方法】
    （１）ＫＹシートを作業員に示す。
    （２）このシートに示す作業について、ひとつづつ危険を摘出していく。
    （３）摘出した危険要因に対して、どう対処するかをみんなで考え、的
          確な対策・処置を講じる。
    （４）ミーティングで出された意見は、危険予知活動記録板（ＫＹボード）
          に記入し、必要事項とも合わせてＫＹ日報（様式－４）に記録する。



５  作業手順ＫＹの実施
  【趣旨】
      危険予知訓練手法に作業手順（作業の順序）を組込み、作業の順序
      ごとにＫＹを行う。

                    作業手順ごとにＫＹを行う。

  【作業手順ＫＹの方法】
    （１）ＫＹボード（様式－５）を準備する。
    （２）日付けと作業内容を記入する。
    （３）手順の欄に、作業のステップ（内容）を記入する。
    （４）作業のステップごとに、どんな危険があるか、リーダーが作業員
          に問いかけ、意見を整理し「どんな危険がありますか」の欄に記
          入する。
    （５）予測した危険が出そろったら、それぞれの危険に対し、どうすれ
          ば危険を防ぐことができるか対策を考える。
    （６）全部の手順項目についてＫＹが終了したら、対策の欄に記入した
          事項も含め、作業手順全体を見直し、最も正しい手順に組み替え
          て順番（番号）をつける。
    （７）組み替えた作業の手順をもう一度、全員で確認する。

６  現場パトロールの実施
  【趣旨】
      災害を未然に防止するために、安全管理者や職長、安全当番でグル
      ープを組んで現場パトロールを行う。

                      点検項目と内容を整理する。

  【現場パトロールの時期】
    （１）定時に行うパトロール
    （２）作業所長や安全管理者は、実施時期を特定せず、抜き打ち的にパ
          トロールを行う。
  【現場パトロールの方法】
    （１）チェックリスト（様式－６，様式－７）を使用する。
          なお、項目は安全衛生点検項目と点検内容（様式－８）から取
          捨選択する
    （２）安全衛生管理状況の点検
    （３）不安全状態の有無の点検
    （４）不安全行為の有無の点検



様式－７  建設現場のチェックリスト



様式－８  安全衛生点検項目と点検内容

「注）本表は、点検を実施すべき項目の一覧であり、それぞれの項目に
ついては、別途、点検表を作成するのが望ましい。




